
三
鷹
支
部
上
連
雀
分
会
　
◇
６
千
円
　
植

村
カ
ヨ
子
　
◇
３
万
３
千
円
　
匿
名
（
３

件
）

◇
１
千
440
円
　
常
盤
会
　
◇
196
円
　
新
川

長
寿
会
　
◇
１
千
530
円
　
堀
合
友
の
会

◇
１
千
724
円
　
深
明
会
　
◇
６
千
488
円

い
な
げ
や
㈱
三
鷹
牟
礼
店
　
◇
３
千
933
円

い
き
い
き
俳
句
会
　
◇
１
千
145
円
　
上
二

親
交
ク
ラ
ブ
　
◇
３
千
303
円
　
井
の
頭
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
U
　
◇
１
千
65
円
　

中
原
三
葉
会
　
◇
785
円
　
三
鷹
台
市
政
窓

口
　
◇
３
千
円
　
木
村
八
重
　
◇
736
円
　

下
連
雀
寿
会
　
◇
１
千
900
円
　
三
鷹
市
赤

十
字
奉
仕
団
　
◇
１
千
263
円
　
北
野
東
晴

ク
ラ
ブ
　
◇
327
円
　
高
砂
会

◇
１
万
４
千
163
円
　
納
涼
ま
つ
り
参
加
者

一
同

◇
100
万
円
　
栗
原
眞
文（
福
祉
の
た
め
に
）

２００２・１０・６�　国民健康保険　福祉 広報

◇
３
千
円
　
荻
原
雅
子
　
◇
５
千
300
円
　

塚
本
昭
　
◇
11
万
２
千
800
円
　
リ
サ
イ
ク

ル
市
民
工
房
　
◇
１
万
円
　
の
崎
Ｈ
・
Ｙ

◇
１
万
円
　
Ｗ
Ｅ
Ｗ
Ｐ
チ
ャ
リ
テ
ィ
映

画
実
行
委
員
会
　
◇
３
万
円
　
フ
リ
U
マ

U
ケ
ッ
ト
運
営
委
員
会
　
◇
２
万
円
　
東

川
敏
男
　
◇
９
千
４
円
　
東
京
フ
ッ
ト
ボ

U
ル
ク
ラ
ブ
株
式
会
社
　
◇
３
万
円
　
三

鷹
商
工
会
サ
U
ビ
ス
業
部
会
　
◇
１
万
５

千
655
円
　
三
鷹
商
工
会
建
設
業
部
会
　
◇

３
万
271
円
　
三
鷹
商
工
会
青
年
部
　
◇
１

万
円
　
三
鷹
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
倶
楽
部
　
◇
２
万

２
千
円
　
自
転
車
商
協
同
組
合
　
◇
２
千

円
　
東
京
土
建
三
鷹
支
部
井
の
頭
分
会
　

◇
２
千
425
円
　
東
京
土
建
三
鷹
支
部
牟
礼

分
会
　
◇
８
千
450
円
　
東
京
土
建
三
鷹
支

部
深
大
寺
分
会
　
◇
２
千
円
　
東
京
土
建

■
一
般
寄
付

■
愛
の
一
円
玉
募
金

■
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金

（
敬
称
略
）

■
市
へ
の
寄
附

【
問
い
合
わ
せ
先
】

◇
国
民
健
康
保
険
の
こ

と
＝
保
険
課
給
付
係
・
加

入
係
ò
内
線
２
３
８
２
・

２
３
８
３
・
２
３
８
６
〜

２
３
８
８

◇
老
人
保
健
の
こ
と
＝
保

険
課
高
齢
者
医
療
係
ò
内

線
２
３
８
４
・
２
３
８
５

健
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ
た

と
き
に
支
払
う
費
用
は
、外
来
、

入
院
と
も
か
か
っ
た
費
用
の
１

割
に
な
り
ま
し
た
（
一
定
以
上

所
得
者
は
２
割
を
負
担
し
ま

す
）。ま
た
、
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
の
自
己
負
担
限
度

額
も
変
わ
り
ま
す
（
別
表
②
）。

病
院
の
窓
口
に
提
出
す
る

「
医
療
受
給
者
証
」
が
一
部
負

担
割
合
（
１
割
ま
た
は
２
割
）

を
表
示
し
た
も
の
に
な
り
ま

す
。
以
前
の
も
の
は
使
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
（
新
し
い
医
療
受
給
者
証
は

９
月
末
に
お
送
り
し
ま
し
た
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

老
人
保
健
法
の
改
正
に
伴

い
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で

支
払
う
自
己
負
担
限
度
額
が
、

１
割
に
変
わ
り
ま
す
。
定
額
制

の
医
療
機
関
で
の
外
来
１
回
850

円
の
定
額
負
担
は
、
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。

※
す
で
に
老
人
保
健
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
方
は
、
75
歳
未

満
で
も
引
き
続
き
老
人
保
健
で

医
療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

１
カ
月
の
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
場
合
、
申
請
を
し
て
認

め
ら
れ
る
と
限
度
額
を
超
え
た

分
が
あ
と
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。こ

の
自
己
負
担
限
度
額
に
つ

い
て
、
低
所
得
者
の
方
は
据
え

置
き
、
一
般
や
上
位
所
得
者
に

つ
い
て
は
見
直
し
さ
れ
ま
し
た

（
別
表
①
）。

ま
た
、
70
歳
以
上
の
方
の
医

療
費
の
負
担
を
軽
く
す
る
た

め
、
新
た
に
自
己
負
担
限
度
額

が
設
定
さ
れ
ま
し
た
（
別
表

②
）。老

人
保
健
で
医
療
を
受
け
る

方
の
対
象
年
齢
が
、
70
歳
以
上

か
ら
75
歳
以
上
（
一
定
の
障
害

の
あ
る
方
は
65
歳
以
上
）
に
変

わ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
平
成

14
年
９
月
30
日
ま
で
に
70
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
、
す
で
に
老
人

保
健
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
方

は
、
75
歳
未
満
で
も
引
き
続
き

老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

従
来
の
外
来
の
月
額
上
限
制

と
診
療
所
に
お
け
る
定
額
負
担

制
度
は
廃
止
と
な
り
、
老
人
保

国
民
健
康
保
険
の
給
付
の
対

象
が
０
歳
〜
70
歳
未
満
か
ら
０

歳
〜
75
歳
未
満
に
な
り
、
一
部

負
担
金
も
変
更
に
な
り
ま
し
た

（
上
図
）。

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
に

は
、
保
険
証
と
は
別
に
一
部
負

担
の
割
合（
１
割
ま
た
は
２
割
）

を
示
す
「
高
齢
受
給
者
証
」
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
病
院
の
窓
口

で
は
両
方
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
（
高
齢
受
給
者
証
は
満
70
歳

に
な
っ
た
月
末
に
郵
送
し
ま

す
）
。
現
在
お
持
ち
の
保
険
証

は
、
10
月
以
降
も
有
効
で
す
。

◆
一
定
以
上
所
得
者
と
は

現
役
世
代
の
平
均
収
入
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
（
課
税
所

得
が
年
124
万
円
以
上
の
方
）
と
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
方
を

指
し
ま
す
。
た
だ
し
、
年
収
が
夫
婦
２
人
世
帯
な
ど
で
637
万

円
未
満
、
単
身
世
帯
で
450
万
円
未
満
の
方
は
、
申
請
す
れ
ば

「
一
般
」
の
区
分
と
な
り
、
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

赤
い
羽
根
共
同
募
金
運
動
が
10

月
１
日
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
昨
年
、
三
鷹
市
に
は
、
小
規

模
作
業
所
な
ど
の
福
祉
団
体
に
31

件
１
千
93
万
４
千
839
円
が
配
分
さ

れ
ま
し
た
。
今
年
も
み
な
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

∞
三
鷹
市
募
金
委
員
会
事
務
局

（
三
鷹
市
社
会
福
祉
協
議
会
地
域

係
）
ò
46
―
１
１
０
８

障害者サービスを

利用している方へ

10月21日Ãから

支援費支給

申請の受付開始

平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
る
「
支
援
費
制
度
」
に
係
る

支
援
費
の
支
給
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。
次
に
該
当
す
る
方
は
10
月

31
日
œ
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

◇
障
害
者
ホ
U
ム
ヘ
ル
プ
サ
U
ビ

ス
を
受
け
て
い
る
方

◇
身
体
障
害
者
療
護
施
設
や
知
的

障
害
者
更
生
施
設
「
な
ご
み
」
の

シ
ョ
U
ト
ス
テ
イ
を
利
用
し
て
い

る
方

◇
知
的
障
害
者
グ
ル
U
プ
ホ
U
ム

（
生
活
寮
）
に
入
所
し
て
い
る
方

◇
措
置
に
よ
る
身
体
障
害
者
施
設

・
知
的
障
害
者
施
設
に
通
所
し
て

い
る
方

対
象
と
な
る
サ
U
ビ
ス
を
現
在

利
用
し
て
い
る
方
に
は
、
事
前
に

案
内
書
お
よ
び
支
給
申
請
書
を
郵

送
し
ま
す
。

※
北
野
ハ
ピ
ネ
ス
セ
ン
タ
U
通

所
・
通
園
事
業
は
支
援
費
制
度
へ

の
移
行
が
未
定
の
た
め
、
決
定
し

た
段
階
で
利
用
者
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
な
お
、
措
置
に
よ
り
身
体

障
害
者
施
設
・
知
的
障
害
者
施
設

な
ど
に
入
所
し
て
い
る
方
に
つ
い

て
は
、
平
成
15
年
３
月
17
日
Ã
か

ら
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
施
設
入
所
者
に
は
経
過
措
置

と
し
て
の
支
援
費
が
支
給
さ
れ
ま

す
が
、
４
月
以
降
に
訪
問
調
査
の

う
え
、
順
次
支
給
決
定
を
行
い
ま

す
。∞

地
域
福
祉
課
障
害
者
相
談
係

ò
内
線
２
６
１
７

∞
地
域
福
祉
課
障
害
者
相
談
係

ò
内
線
２
６
１
７

社
会
福
祉
法
人
・
に
じ
の
会
が

運
営
す
る
施
設
で
す
。

◆
所
在
地

大
沢
１
―
６

◆
通
所
利
用
者
定
員

23
人

◆
開
所
日

平
成
15
年
４
月
１
日

◆
授
産
種
目

fl
製
品
製
造
グ
ル

U
プ
＝
パ
ン
・
ク
ッ
キ
U
、豆
腐
、

加
工
食
品
（
ジ
ャ
ム
・
味
噌
な

ど
）、織
物
・
紙
製
品
の
製
造
・
製

作
、
‡
作
業
グ
ル
U
プ
＝
園
芸
・

農
作
業
、
公
園
・
施
設
内
整
美
作

業
、
·
シ
ョ
ッ
プ
＝
喫
茶
・
売
店

◆
送
迎
体
制

自
主
通
所
が
原
則

で
す
が
、
困
難
な
方
の
た
め
に
、

三
鷹
と
調
布
方
面
に
送
迎
車
を
出

し
ま
す
。

【
利
用
者
募
集
】

◆
今
回
募
集
定
員

23
人

◆
対
象
者

通
所
可
能
な
15
歳
以

上
で
愛
の
手
帳
を
お
持
ち
の
方

（
住
所
地
に
限
定
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
自
家
用
車
送
迎
は
不
可
）。

▼
同
会
ò
39
―
２
４
１
１
へ
電
話

で
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
10
月

18
日
–
（
消
印
有
効
）
ま
で
に

「
〒
181
―
０
０
１
５
大
沢
１
―
６

に
じ
の
会
開
設
準
備
室
」
へ
郵
送

で
申
し
込
む
。

※
面
接
選
考
予
定
日
を
同
準
備

室
か
ら
連
絡
し
ま
す
。

知
的
障
害
者
通
所
授
産
施
設

「
未
来
工
房
に
じ
」

利
用
者
募
集

■
お
わ
び
と
訂
正

９
月
15
日
発
行
の
「
広
報
み
た
か
」

掲
載
の
「
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
U

c

ゆ
U

・
あ
い
d

オ
U

プ
ン
」
の
記

事
で
、
セ
ン
タ
U

の
電
話
番
号
に
誤

り
が
あ
り
ま
し
た
。

正
し
い
番
号
は
、
ò
43
―
９
０
４

７
で
す
。

「
パ
ン
食
い
競
走
」「
玉
入
れ
」

な
ど
の
競
技
や
抽
選
会
、
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
な
ど
。

▽
10
月
20
日
À
午
前
10
時
〜
午
後

２
時
20
分
（
雨
天
中
止
）
、
南
浦

小
（
一
中
北
隣
）
校
庭
で
。

▼
事
前
に
お
送
り
し
た
「
プ
ロ
グ

ラ
ム
引
き
換
え
券
」
を
当
日
受
付

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
（
引
き
換

え
券
を
お
持
ち
で
な
い
障
害
者
の

方
は
、
直
接
受
付
へ
お
い
で
く
だ

さ
い
）。

∞
地
域
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

ò
内
線
２
６
１
８

第
25
回
し
ょ
う
が
い

者（
児
）運
動
会

南
浦
小
校
庭
で
開
催

自己負担限度額(月額)

※(　)内は過去12カ月以内に４回以上高額療養費の支給があった場合、４回目以降の限度額
※低所得者Ⅱ…世帯主および世帯員全員が住民税非課税である方
※低所得者Ⅰ…世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は
　控除額65万円として計算)を差し引いたときに０円となる方

①一般医療対象者(70歳未満の方)
９月30日まで

上位所得者
(総所得金額などが670万円以上)

121,800円＋１％
(70,800円)

  35,400円
(24,600円)

低所得者
(住民税非課税)

63,600円＋１％
(37,200円)

所得区分 所得区分

8,000円

一定以上所得者 ２割 40,200円 72,300円＋１％
(40,200円)

１割 12,000円 40,200円一　　般

１割 24,600円Ⅱ

１割 15,000円Ⅰ

負担
割合 外来(個人ごと)

外来＋入院(世帯ごと)　  外来
(病院ごと) 入院

37,200円

24,600円

15,000円

一　　般
3,200円

大病院　　　　 
5,300円

定額制届出診療所
850円／日
(月４回)

住民税非課税

老齢福祉年金受給者

一　　般

139,800円＋１％
(77,700円)

上位所得者
(総所得金額などが670万円以上)

  35,400円
(24,600円)

低所得者
(住民税非課税)

72,300円＋１％
(40,200円)一　　般

10月１日から

10月１日から
②老人医療受給者・70歳以上の高齢者

９月30日まで

※｢１％｣とは699,000円(上位所得者)、361,500円(一般)を
超えた金額の１％

※｢１％｣とは361,500円を超えた金額の１％

低
所
得
者

住民税非課税
低 所 得 者

○新

○新
※退職者医療制度対象者本人の外来と、本人および被扶
養者の入院は２割負担です。

９月30日まで ○10月１日から

一般
（０歳以上70歳未満）

３割負担

３歳未満の乳幼児　２割負担
３歳以上70歳未満　３割負担
70歳以上　　　　　１割負担
（※一定以上所得者は２割負担）

⇒

■
国
民
健
康
保
険

■
老
人
保
健
制
度

あ
な
た
の
ま
ち
の
幸
せ
の
た
め
に

赤
い
羽
根
共
同
募
金

に
ご
協
力
を

変わりましたé
10月1日から国民健康保険と老人保健医療制度が

老
人
保
健
法
の
改
正
に
伴
い
、

10
月
１
日
か
ら
、
○
医
療
証
・
ƒ

医
療
証
の
う
ち
、

○
の
表
示

の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
の
一

部
負
担
が
、
老
人
医
療
制
度
に
準

じ
て
次
の
と
お
り
変
更
さ
れ
ま
し

た
。

◆
外
来
の
み
の
場
合（
個
人
ご
と
）

食

一
部

○
医
療
証
・
ƒ
医
療
証
の

一
部
負
担
額
の
変
更

新

■
○
医
療
証
を

お
持
ち
の
方

福

◇
一
部
負
担
金
が
１
割

に
、
ま
た
自
己
負
担
限
度

額
が
変
わ
り
ま
し
た

親

親

◇
高
額
療
養
費
の
自
己
負

担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
し

た

◇
老
人
保
健
の
医
療
受
給

者
証
が
新
し
く
な
り
ま
し

た

１
万
２
千
円
／
月

◆
入
院
を
含
む
場
合（
世
帯
ご
と
）

４
万
200
円
／
月
、
食
事
代
780

円
／
日

※
○
の
表
示
の
み
の
受
給
者
証

を
お
持
ち
の
方
は
、
変
更
あ
り
ま

せ
ん
。

※
○
医
療
証
を
お
持
ち
で
右
の

限
度
額
以
上
の
負

担
を
さ
れ
た
方

は
、
超
え
た
分
を

お
返
し
し
ま
す
の

で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。∞

○
医
療
証
＝

子
育
て
支
援
室
ò

内
線
２
６
７
８
・

ƒ
医
療
証
＝
地
域

福
祉
課
障
害
者
福

祉
係
ò
内
線
２
６
１
９

親

親

食

市政のことで、あなた自身の
利害に関わる苦情がありました
らお気軽にご相談ください。
市役所２階ò内線2215・¿48
―2810

※時間は午後１時30分～４
時30分。
�予約制です。事前にご連絡く
ださい。

総合オンブズマン相談室

相　談　日
10月10日(木)
10月17日(木)
10月24日(木)
10月31日(木)

池田理知子さん
山±　源三さん
池田理知子さん
山±　源三さん

担当総合オンブズマン


